
※２０２５年４月１日から２０２６年１２月３１日までの期間に転入し、
　２０２６年１２月３１日までに全ての要件を満たした方が対象となります。
　なお、申請は２０２７年１月３１日までに移住先の市町へ行う必要があります。

佐賀県外在住で
１８歳未満の世帯員と移住される方

または転入時５９歳以下の方

未来につなぐさが移住支援事業
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